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Ⅰ 計画の構成                           

１ 計画の趣旨 

新市基本計画は、前橋市と富士見村の総合計画を踏まえて作

成するもので、合併による財政支援措置を有効に活用した新市

における「まちづくりの主要事業」を、行財政の効率的な運営

体制を確立しながら実施し、合併後の速やかな一体性を促進す

るとともに、住民福祉の向上を図るための具体的な施策の方向

を示すものです。 

 

２ 計画の構成 

Ⅰ 計画の構成 

  Ⅱ 合併の必要性と効果 

  Ⅲ 新市の概要 

  Ⅳ まちづくりの基本方針  

Ⅴ まちづくり計画・新市の施策 

Ⅵ 公共的施設の統合整備 

Ⅶ 財政計画 

Ⅷ 計画推進のために 

 



  - 2 -

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、平成２１年度から平成３１年度までの

１１か年とします。 

 

Ⅱ 合併の必要性と効果                     

１ 生活圏の拡大 

昭和の市町村合併から約５０年が経過する中で、情報通信手

段や交通手段の発達などにより、私たちの生活圏は拡大してお

り、地域間の結びつきが強まっています。 

例えば、富士見村では居住地から県内他市町村への通勤、通

学者の内、前橋市が７０％以上と高くなっています。（平成１７年国勢

調査） 

両市村間の転居による人口移動も活発で、県内転入者では、

富士見村への転入者の６２％を前橋市が占めています。 

前橋市においても、富士見村からの転入者が、高崎市、伊勢

崎市、渋川市に次いで多く、人口規模で比較すると最も高い割

合になっています。（平成１９年群馬県移動人口調査結果（年報）） 

このように、住民の生活圏が一体化し、深いかかわりがある

中で、従来の市町村の区域を越えた行政需要もますます増大し

ており、公共サービスの受益の範囲は、その納税される枠を越

えて広がっています。合併により、これまで別々に実施してき
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た各種事業の一体的かつ効率的な実施が可能となり、例えば、

道路整備などにおいても、より広い視野に立った視点から、実

際の生活圏に即した施策を展開できることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前橋市と富士見村間の引越しの状況（群馬県移動人口調査） 

年間移動人口 
前橋市から 

富士見村へ 

富士見村から

前橋市へ 
備考 

平成１７年 ５２７人 ３５３人 

平成１８年 ３７０人 ３９３人 

平成１９年 ４０４人 ３２８人 

富士見村の県内転入者の６０％以上 

が前橋市から移動。 

平成１８年は、「富士見村から前橋市

へ移動した人数」が「前橋市から富士

見村へ移動した人数」を上回り、従前

の移動傾向の変化が伺える。 

 

転出者（富士見村から県内他市町村） 

前橋市へ５５% 

その他の県内市町村へ４５％

転入者（県内他市町村から富士見村）

前橋市から６２% 

その他の県内市町村から３８％ 
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前橋市と富士見村の通勤・通学交流状況（平成１７年国勢調査） 

前橋市から富士見

村へ通勤・通学 
１，３０９人

前橋市県内他市町村通勤・通学者総数

は、40,089 人 

富士見村から前橋

市へ通勤・通学 
５，８１０人

富士見村県内他市町村通勤・通学者総

数は、8,196 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤者（富士見村から県内他市町村）

前橋市へ７１% 

その他の県内市町村へ２９％

通学者（富士見村から県内他市町村） 

前橋市へ６８% 

その他の県内市町村へ３２％
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２ 人口構造の変化 

日本の人口は、２００５年にピークを迎え、人口減少社会に

突入し、少子高齢社会が進んでいます。 

前橋市と富士見村においてもその例外ではなく、両市村とも

年々年少人口と生産年齢人口の割合が減少し、老年人口の割合

が増加してきており、今後も更に減少、増加するものと考えら

れます。 

少子高齢社会では、税金を負担する就労人口が減り、保健や

福祉に要する経費が増大することになります。 

こうした状況に備え、住民の暮らしを守るため、多くの人た

ちで広く負担しあい、行政サービス水準の維持・向上に向けて、

市町村合併により行財政基盤を強化する必要があります。 
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前橋市と富士見村の年齢別人口割合（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値は、各年とも国勢調査結果 

※年少人口とは、１５歳未満の人口 

※生産年齢人口とは、１５～６４歳の人口 

※老年人口とは、６５歳以上の人口 

前橋市の年齢別人口割合の推移
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 ３ 地方分権への対応 

住民に最も身近な市町村は、多様化した住民の要望（住民ニ

ーズ）にこたえるため、住民とともに地域が必要とする施策を       

立案し、自主的、自立的に実施する体制を強化することが、こ

れまで以上に求められています。 

このため、市町村合併により全体として職員数を見直し、ま

た、国や県の合併による財政支援を有効に活用し、行財政基盤

の強化及び健全化を図りながら、住民サービスを向上させるた

めの専門的な組織体制を整えていく必要があります。 

 

４ 合併によるサービスの拡大 

富士見村には、合併により福祉・教育・産業など、様々な分

野で前橋市が実施している多くの行政サービスが新たに適用さ

れるようになります。 

   また、両市村にある体育施設、文化施設、福祉施設など、利

用する施設の選択、活用の幅が広がるとともに、広域的な視点

で施設の整備、統合を進めることができます。  
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Ⅲ 新市の概要                           

１ 人口・面積 

   新市の人口 ３４０，９０４人 

   新市の面積 ３１１．６４㎢ 

 
年齢別人口・就業人口の合計（国勢調査）  

区 分 平成 12 年 平成 17 年  平成 12 年・17 年比較

総 人 口 ３４１，７３８人 ３４０，９０４人     △８３４人 

 ５１，５６４人 ４８，５４５人 △３，０１９人 年少人口 

（0～14 歳）        １５％      １４％         △１％ 

２２９，２１２人 ２２２，６４１人     △６，５７１人 生産年齢人口 

（15～64 歳）       ６７％      ６５％       △２％ 

６０，９６２人 ６９，７１８人   ８，７５６人 

年齢別 

老年人口 

（65 歳以上）       １８％      ２１％        ３％ 

就 業 人 口 １７２，３８４人 １６７，４３４人 △４，９５０人 

第 1次産業   １０，１５２人 ９，４５８人 △６９４人 

第 2次産業   ４７，４２０人  ４１，３４８人 △６，０７２人 
 

産業別  
第 3 次産業  １１４，８１２人 １１６，６２８人 １，８１６人 

 

２ 両地域の概要 

(1) 前橋市地域 

前橋市地域は、経済・福祉・医療・教育等の多様な都市機

能が整っているとともに郊外に田園や畑などの緑が広がり、

豊かな自然環境と都会的なにぎわいが共存しています。 

面積は２４１．２２㎢、人口は３１８，５８４人を数えま

す。 

前橋市が、群馬県の県都として、また、北関東の中核都市
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として発展を遂げた背景には、市町村合併の歴史があります。

昭和２９年に勢多郡上川淵・下川淵・芳賀・桂萱・南橘、群

馬郡東・元総社・総社の各町村と、次いで、昭和３５年まで

に群馬郡清里村と新高尾村の２大字、勢多郡木瀬村の一部、

さらに、佐波郡玉村町の一部、勢多郡城南村の一部、そして、

昭和４２年に城南村と合併し、行財政基盤、都市機能を充実

させてきました。 

また、平成１６年１２月に勢多郡大胡町・宮城村・粕川村

と合併し人口が３０万人を超え、中核市移行を進めています。 

 

 (2) 富士見村地域 

  富士見村地域は、前橋市の北部に隣接し、面積は７０．４２

㎢、人口は２２，３２０人で、東西約６㎞、南北約１９㎞の

細長い形をしています。 

  赤城山の南西斜面に位置するこの地域は、赤城山（黒桧山）

の標高１，８２８ｍから南西端の標高１４０ｍと、高低差が

非常に大きいという特徴があります。 

  この地域内を主要地方道前橋・赤城線が南北に縦断してお

り、前橋と赤城山を結ぶ大動脈をなし、生活路線のみならず

観光路線としても機能しています。これに交差する国道３５

３号の沿線には、富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館や隣接
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の農産物直売所があり、前橋市地域の施設とともに一体的な

流れを形成し、多くの人が訪れています。 
 

部門別農業産出額（平成１8年群馬県生産農業所得統計）  単位：百万円 

区 分 前橋市 富士見村 合 計 備 考 

耕種 計 11,610 2,110 13,720

米 2,320 280 2,600

麦類 1,210 10 1,220

雑穀豆類 100 10 110

いも類 200 40 240

野菜 6,150 1,660 7,810

果実 530 20 550

花き 1,070 40 1,110

工芸農作物 10 0 10

内 

 

訳 

その他 20 50 70

畜産 計 19,410 5,620 25,030

肉用牛 2,920 370 3,290

乳用牛 5,460 1,830 7,290

豚 6,940 2,060 9,000

鶏 3,850 1,250 5,100

養蚕 90 10 100

内 

 

訳 

その他 150 100 250

加工農産物 10 0 10

総 額 31,030 7,730 38,760

県内粗生産額において

前橋市１位、富士見村11位

となっている。 

 

両市村の部門別割合 

○前橋市 

 耕種37.4％畜産62.6％ 

○富士見村 

耕種27.3％畜産72.7％ 

 

 

製造品出荷額（平成１７年工業統計調査）           

区 分 前橋市 富士見村 備 考 

事業所数(所) 617          26

従業者数(人) 21,042         396

製造品出荷額 

（百万円） 
592,601    8,138

前橋市の出荷額は、両市村の

98.6％を占める。 

 食品製造業、電気機械器具製

造業、輸送用機械器具製造業が

占める割合が高い。 
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Ⅳ まちづくりの基本方針                         

１ 将来都市像及び基本方針 

前橋市と富士見村は、豊かな自然環境、通勤・通学など生活

圏を共にしているなど、さまざまな共通点があります。このこ

とから、前橋市が第六次総合計画で掲げた「生命都市いきいき

前橋」を将来都市像とし、次の基本方針により新市のまちづく

りを進めます。 

 

(1) 新市の速やかな一体性の確立及び新市の均衡ある発展整備 

各分野の事業計画の統合・見直し、国の支援策等を活用し

た施設整備、各種ソフト事業の富士見村への拡大等により、

新市の速やかな一体性の確立及び地域の均衡ある発展を図り

ます。 

 

(2) 地域性を尊重した「まちづくり」の推進 

両市村の伝統・文化、地理的な特性、住民の自主的な取組

みを尊重し、地域性を活かした「まちづくり」を推進します。 

 

(3) 合併のスケールメリット等を活かした行財政改革の推進 

少子高齢社会の進展に伴う福祉や社会保障に対する需要の

増大等に対応するため、合併によるスケールメリットを活か

した行財政改革を推進します。 
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２ 土地利用 

  (1) 土地利用の現状 

    前橋市と富士見村の土地利用の対応には、大きな違いがあ

ります。前橋市における前橋都市計画区域では、計画的かつ

効率的に道路、公園、下水道などの都市基盤を整備する「市

街化区域」と、自然環境や農地を保全し、市街化を抑制して

いく「市街化調整区域」を定める、いわゆる「線引き」を行

っています。これに対し、富士見村では「線引き」を行って

おらず、前橋市と土地利用の規制に異なった部分があります。 

     このため、合併にあたっては、こうした土地利用規制の違

いについて調整を図るとともに、無秩序な開発の防止や自然

環境の保全に配慮しつつ、市街地空間と田園空間の調和を図

り、加えて地域の実情に応じた土地利用制度を検討する必要

があります。 

 

(2) 合併後の土地利用の方向 

富士見都市計画区域は、土地利用規制の急激な変化を避け

るため、前橋都市計画区域に統合するまでの間は「線引き」

を実施せず、現行の「非線引き都市計画区域」を継続します。

合併からおおむね１０年後に統合し「線引き」を実施するこ

とにより、市街地空間と田園空間とが調和した潤いのある都
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市環境の形成に努めます。 

また、現在決定されている富士見都市計画用途地域の区域

は、前橋都市計画区域、大胡都市計画区域、宮城都市計画区

域及び粕川都市計画区域の統合の時期に合わせて、合併後の

前橋市全体として調整を図ります。 

 

都市計画法による土地利用区分（平成19年4月1日現在の都市計画決定状況）
単位：ha

都市計画区域名 前橋 大胡 宮城 粕川 富士見
都市計画区域 14,734 1,976 2,182 1,702 2,137

市街化区域 4,833 - - - -
市街化調整区域 9,901 - - - -

4,833 290 - - 256
9,901 1,686 2,182 1,702 1,881

準都市計画区域 - - 142 - -
上記以外 - - 4,9053,386

用途地域指定あり
用途地域指定なし
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富士見都市計画区域

準都市計画区域

都市計画区域外

都市計画区域外

行政界

線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域

準都市計画区域

都市計画区域外

前橋都市計画区域

大胡都市計画区域

宮城都市計画区域

粕川都市計画区域

 

前橋市と富士見村の都市計画区域の状況 
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Ⅴ まちづくり計画・新市の施策                  

１ 都市基盤・安全安心 

(1) 道路等 

新市の速やかな一体化と市内間の交流を促進するため、円

滑な都市交通網の整備を進めます。 

前橋・富士見地域間を結ぶ都市内幹線道路では、救急医療

や災害時の対応に備え、計画的な整備を推進します。 

また、都市間幹線道路等の利便性・連続性の向上を図るた

め、アクセス道路の整備を併せて推進します。 

生活関連道路の整備では、人と環境にやさしい道づくりを

基本として、安全で快適な生活を支えるため、地域の要望に

即した道路の新設と狭あい道路の拡幅等を進めます。 

また、都市間幹線道路等については、国及び県と連携して

積極的に整備促進に取り組みます。 
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［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 都市内幹線道路の整備 

旧市町村地域間を一体的に結ぶ都市内幹線

道路の整備 

（村道小暮・石井線など） 

２ 生活関連道路の整備 

住民生活の向上と安全確保のため、通学路

など生活に密着した地域の基幹道路の新設

及び歩道設置等の改良 

（村道８１３２号線など） 

３ アクセス道路の整備 

上武道路等の広域幹線道路及び県道等の都

市内幹線道路へのアクセス道路整備の推進

（村道時沢・米野線など） 

４ 
人にやさしい道路・橋りょ

う・交通施設等の整備 

①交通バリアフリーの推進 

②歩行者・自転車利用者の通行環境整備 

 

［国・県事業］                          

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 都市間幹線道路等の整備 

都市間の連携、連絡の強化及び均衡ある発

展のため、国及び県に要望する道路整備 

（上武道路、前橋渋川バイパス、国道３５

３号、（仮）赤城榛名広域道路及び駒寄スマ

ートＩＣ、（主）前橋赤城線、（主）渋川大

胡線、県道津久田停車場前橋線、（主）前橋

西久保線など） 
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 (2) 上下水道 

住民生活を支える上下水道施設等の整備・維持管理を計画

的に進めます。 

上水道関係では、安定的に水を供給するため、地下水等の

自己水源の保全に努めます。また、良質な水道水を供給する

ための水質検査体制の強化及び浄配水施設の整備を進めます。 

さらに、老朽管等の更新事業を引き続き行うとともに、災害

時に備え、ライフラインの確保のため配水管の耐震化を図る

とともに配水区域間の連絡管を整備し、安定した給水体制づ

くりを目指します。 

下水道関係では、農業集落排水、合併処理浄化槽などの整

備手法も検討しながら、未整備地区の整備を行うとともに、

点在するし尿・浄化槽汚泥処理施設を統合し、効率的な処理

体制づくりを推進します。 

    また、既存の下水道施設の適正な維持管理等も併せて実施

し、衛生的で快適な生活環境の提供に努めます。 
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［主要事業］                          

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 水道施設整備事業 

①浄配水施設の整備 

（配水池の改修など） 

②配水管の整備 

（管路の耐震化及び経年管の更新） 

③石綿管の更新 

２ 公共下水道の整備 
公共下水道の整備 

（計画的な下水管渠の整備） 

３ 農業集落排水施設の整備 
農業集落排水施設の整備 

（農村地域における汚水処理施設の整備） 

４ 
し尿・浄化槽汚泥処理施設

の整備 
し尿・浄化槽汚泥処理施設建て替え 
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(3) 交通 

    住民の移動手段として、鉄道やバスの公共交通機関などが

相互に連携した、誰もが利用しやすい公共交通体系の構築を

図ります。 

ＪＲ両毛線・上越線、上毛電鉄は、沿線住民をはじめとす

る多くの利用者にとって、貴重な通勤、通学の手段であるこ

とから、県や関係機関等と連携をとりながら活性化を進めま

す。 

    バス交通では、国、県、バス事業者等と協調して、バス路

線の充実をはじめ、地域の特性や実情に応じたバス交通のあ

り方を検討し、路線バスの利便性の向上を図ります。  

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 軌道交通の活性化 

①ＪＲ活性化事業 

（駅周辺の整備など） 

②上毛電鉄活性化推進事業 

（公的支援、各種活性化策の実施など） 

２ バス交通網の整備 

①バス交通網整備事業 

（現行バス路線の見直しなど） 

②バス路線維持事業 

（委託路線の維持、各種補助など） 
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(4) 安全安心 

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、住

民・地域・行政が連携した防災・防犯体制づくりを進めます。 

防災対策では、非常用食糧の備蓄、飲料水の確保、防災行

政無線のデジタル化、消防施設・車両等の整備・更新、耐震

性貯水槽の設置などを行うとともに、耐震改修促進計画に基

づく市有施設等の耐震化を進めます。 

また、河川・砂防の整備については、県と連携し整備促進

に取り組みます。 

防犯対策では、地域の安全を確保し、犯罪の発生を抑制す

るため、防犯活動の実施や自主防犯組織の整備を支援します。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 災害対策の強化 
①災害備蓄食料及び資機材購入事業 

②新防災行政無線設置事業 

２ 自主防災・防犯の支援 
①自主防災会活動用資機材整備事業 

②安全・安心まちづくり推進事業 

３ 消防水利・消防車両の充実
①耐震性貯水槽建設事業 

②消防車両等整備管理事業 
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［県事業］                          

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 河川・砂防の整備 

①安全性の確保及び自然を活かした改修に

よるゆとりある生活環境を確保するため県

に要望する一級河川の整備（藤沢川、竜の

口川など）  
②中山間地等において住民の生命財産を守

るため県に要望する一級河川の砂防設備等

の整備（細ケ沢川、粕川、富入沢地区など）
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２ 環境 

(1) 公園・緑化 

人と自然が共生する快適環境を創造するため、自然環境を

保全しながら、環境と調和した都市づくりを推進します。 

緑あふれる都市空間の整備では、地域の特性や自然環境に

配慮した公園・緑地などの整備を行うとともに、住民参加に

よる緑化を進めます。 

また、赤城山麓に広がる豊かな森林を守るため、森林整備

を推進するとともに、様々な主体が実施する環境保全活動を

支援し、住民主体で進められる環境保全の活性化を図ります。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 公園・緑地の整備 
①公園・緑地整備事業 

②水と緑のネットワーク計画推進事業 

２ 
住民参加による緑化の推

進 
花のあるまちづくり奨励事業 

３ 森林整備の推進 
森林整備推進事業 

（病害虫対策や森林保育など） 
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(2) 生活環境 

環境への負荷の少ない循環型社会の形成を目指して、環境

基本計画に基づき、住民・事業者・市が連携した総合的な施

策を推進します。 

良好な生活環境の維持するため、大気や悪臭、騒音、水質

などに関する調査を実施し、新たな環境汚染を未然に防止し

ます。 

ごみ処理対策では、効率的かつ適正な処理に努め、ごみ埋

め立て量の減量化を図ります。 

また、限られた資源を有効に活用するため、住民・事業者

の協力を得ながら、ごみの減量化とリサイクル活動を推進す

るとともに、新エネルギーを導入するなど、省資源活動に取

り組みます。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
住民・事業者によるリサイ

クル活動への支援 

①拠点回収・店頭回収 

②有価物集団回収 

２ 産業廃棄物の適正処理 
産業廃棄物処理の監視・指導 

（不法投棄対策など） 
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３ 健康・福祉 

  (1) 健康 

住民が生涯にわたり健やかで希望をもって暮らせるよう、

一人ひとりの健康を総合的に守る体制づくりを推進します。 

健康づくりでは、健康の維持・増進に向けた各種保健サー

ビスを充実するとともに、保健所を拠点とした保健衛生サー

ビスを提供します。また、「食」からの健康づくりとして、

地域の特性を活かした食育を進めます。 

医療環境の整備では、いつでも安心して医療を受けられる

よう、休日・夜間の診療体制（救急医療体制等）の充実を図

ります。 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 生涯をとおした健康づくり

①健康づくりの推進 

（健康相談や健康教室の実施など） 

②健康増進への支援 

（健康診査や各種がん検診の実施など） 

③母子保健事業の充実 

（各種診査・相談・訪問など） 

２ 食育推進事業 
①食育推進事業 

②食育情報の提供 

３ 医療環境の充実 
①休日当番医制事業 

②夜間急病診療所運営事業 
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(2) 子育て 

安心して子育てができるよう、子育てに対する不安や負担

を軽減し、子どもを生み育てやすい環境を整えます。 

子育て環境の整備では、多様化している子育てニーズに対

応するため、特別保育の充実や放課後児童クラブの整備・充

実を進めるとともに、子育て支援拠点事業の充実を図ります。 

また、第三子保育料無料化など、子育て世代への各種支援

を推進します。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 特別保育事業の推進 

①延長保育事業 

②一時保育事業 

③休日保育事業 

④病児・病後児保育事業 

２ 放課後児童クラブの整備 
放課後児童クラブの整備 

（放課後児童クラブの設置・拡充） 

３ 
子育て支援拠点事業の充

実 

①地域子育て支援拠点事業の充実 

②元気保育園子育て応援事業 

４ 
第三子保育料無料化・軽減

化 
第三子保育料無料化・軽減化 
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(3) 福祉 

  今後ますます進行する少子高齢社会、多様化する住民の福

祉ニーズに対応し、すべての住民が住み慣れた地域で安心し

て社会生活を送ることができるよう、各種福祉施策の充実を

図ります。 

高齢者福祉では、高齢者が生きがいを持って生き生きと健

康に暮らせるよう、各種生活支援をはじめ、介護保険事業の

円滑な運営、介護予防対策、老人福祉施設の整備などを進め

ます。 

障害者福祉では、障害のある人が、地域で安心した生活を

送り、また、主体性・自立性を持って積極的に社会参加でき

るよう、相談支援や日中活動支援などの障害者福祉サービス

を提供します。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
老人福祉センターの整

備・充実 
老人福祉センター機能の充実 

２ 自立支援給付事業 
自立支援給付事業 

（障害のある人への福祉サービスの提供） 

３ 障害者の相談支援 障害者相談支援事業 
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４ 産業 

(1) 商工業 

活力ある商工業を実現するため、安定した企業運営と新た

な技術開発に対する支援を行います。 

健全な企業経営実現に向け、経営改革・革新への支援と企

業のニーズに応じた金融支援を行います。 

新技術・新産業の創出に向け、産学官の連携強化や、新製

品、新技術の開発に対する支援を行うとともに、先進産業、

研究開発型産業等の誘致を図ります。 

にぎわい空間の創出では、活力ある商業地を形成するため、

中心市街地や地域に密着した商業地の活性化を進めます。ま

た、中心市街地や地域の特性を活かしたイベントによる交流

促進を図り、魅力ある交流空間づくりを進めます。 

 

［主要事業］          

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 中小企業への金融支援 
各種制度融資 

（融資制度による事業活動支援など） 

２ 企業誘致の促進 
企業誘致促進事業 

（企業誘致活動の推進、各種助成など） 

３ 中心市街地の活性化 
「中心市街地活性化基本計画」に基づく各

種事業の実施 
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(2) 農業 

力強い農業を推進するため、農業生産力の向上と持続的な

農業生産活動の展開を図ります。 

食の安全・安心などの消費者ニーズや農業構造の変化に対

応した将来展望のある農業経営を図るため、意欲的な農業者

や地域営農集団の活動を支援するとともに、新規就農者が農

業活性化の担い手として能力を発揮できる環境を整備しま

す。 

また、農畜産物のブランド産地化を図り、新たな流通販路

を確立するとともに、参加型農園の整備などにより、生産者

と消費者の交流を促進し、農畜産物の消費拡大に努めます。 

    農業生産基盤の充実については、生産者団体と連携し、農

産物の安定生産・供給、農地の流動化及び農業生産資源の有

効活用を促進しながら、各種施設の整備や生産技術の普及に

努めます。 

［主要事業］          

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
主要穀物、園芸及び畜産の

振興 

①園芸生産振興事業 

②主要穀物生産振興事業 

③畜産振興事業 

２ 農畜産物のブランド推進 
農畜産物流通販路拡大事業 

（地場産農産物のＰＲなど） 

３ 
認定農業者等担い手の育

成・確保 

①農業経営基盤強化促進対策事業 

②担い手支援事業 

４ 農用地利用集積の推進 
①農地流動化対策事業 

②農地流動化奨励金交付事業 
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(3) 観光 

地域の特性を活かした観光・物産を振興するため、観光拠

点の整備充実や地域の特産品の活用を図ります。 

赤城山の魅力ある豊かな自然を最大限に活かしながら、主

要地方道前橋・赤城線や国道３５３号の沿線に位置する観光

施設をネットワークで結び、多くの観光客が訪れるよう振興

に努めます。 

伝統ある祭りや産業観光・体験型観光など、歴史的・文化

的資源や地域の魅力を活かした新たな観光の充実を図ります。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 観光振興の推進 
赤城山を活かした観光振興ビジョンの策定

及び観光施設のネットワーク化の推進 

２ 県立赤城公園の整備 
県立赤城公園整備事業 

（県と連携した大沼周辺の整備など） 

 

［県事業］          

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 登山道、指導標等の整備 
関東ふれあいの道及び県立赤城公園内の登

山道及び指道標の整備など 
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５ 教育・文化 

(1) 社会教育 

豊かな人間性を培う社会教育を推進するため、多様な学習

ニーズに対応した学習体制の充実や青少年の健全育成を進め

ます。 

生涯学習活動の活性化のため、公民館や図書館（室）の整

備、充実を図ります。  

子どもたちの自然科学や芸術文化、また、環境に対する理

解や関心を高めるため、児童文化センターの再整備を進め、

体験を通じて学びと遊びができる総合学習の機会を充実しま

す。 

    元気づくりのスポーツを振興するため、スポーツ教室の充

実や各種体育施設の整備を推進します。 

 

 ［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 公民館の整備 
公民館環境整備改修事業 

（富士見公民館など） 

２ 青少年施設の整備と活用 児童文化センター整備事業 

３ スポーツ施設整備 総合グランド改修事業 
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(2) 学校教育 

共に学び合い考える力を育む学校教育を推進するため、教

育指導の充実と教育環境の充実を図ります。 

児童生徒の基礎的な学力定着のために、少人数指導の実施

や小学校高学年で教科担任制を導入するとともに、教育相談

や特別に支援が必要な児童生徒への対応を充実させるなど、

きめ細やかな指導を図ります。 

安全で安心な教育環境をつくるため、幼稚園、小中学校等

の施設整備を計画的に進めます。また、安全でおいしい給食

を提供するため、共同調理場の改築を実施します。 

前橋工科大学をはじめとする高等教育機関では、住民や地

域、企業等の交流を進め、大学の持つ知識を地域社会に還元

していくための教育・研究内容の充実や魅力あるキャンパス

の整備等を進めます。 
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［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 教育内容の充実 

①少人数指導の実施 

②学校支援員等の配置 

③国語等教科支援講師の配置 

④適応指導教室事業 

２ 学校等教育施設の充実 

①校舎等耐震補強事業 

（前橋市立小・中、時沢小など） 

②校舎大規模改修・増改築事業 

（前橋市立小・中、時沢小など） 

③体育館建設事業 

④プール改築事業 

（前橋市立小・中、富士見中など） 

⑤学校敷地・グランド拡張整備事業 

（原小など） 

３ 共同調理場の充実 共同調理場新増改築事業 
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(3) 文化振興 

個性と創造性あふれる文化を振興するため、芸術文化の環

境づくりと文化財の保護と活用を進めます。 

芸術文化に親しむ機会づくりを進めるため、各種文化芸術

事業を展開するとともに、文化施設の整備、充実を図ります。 

また、地域の芸能・祭りなどの伝承を支援し、後世に引き

継ぎます。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 文化の振興 市民芸術活動の振興 

２ 文化施設の整備・充実 美術館構想の推進 

３ 地域文化の継承 地域芸能・祭りなどの伝承支援 
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６ 行政 

(1) 住民協働 

住民の力や地域の力を活かした市政を目指し、住民と行政

の連携を一層深め、魅力や特色を活かした個性豊かなまちづ

くりを推進します。 

住民と行政がそれぞれの情報を共有するとともに、地域づ

くり活動や住民が主体的に行う活動への支援を行います。 

住民一人ひとりが尊重される社会を実現するために、人権

教育や男女共同参画を推進します。 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 地域づくり活動の促進 

①地域づくり推進事業 

②コミュニティ活動の支援 

（集会所等の建設・改修支援など） 

２ 地域交流拠点の整備 

旧富士見村役場周辺の整備 

（図書館機能を中心とした交流施設の整備

など） 

３ 人権教育・啓発の推進 

①人権啓発事業 

（講演会の開催など） 

②男女共同参画の推進 

（男女共同参画基本計画の推進など） 
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(2) 行財政運営 

経営感覚を持った行財政運営を進めるため、自主財源の確

保と効率的・効果的な配分に努め、住民に理解される透明度

の高い財政運営を推進します。 

また、住民に身近できめ細やかな行政サービスを提供する

ために、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用するとともに、安全

で機能的な庁舎等公共施設の整備充実を図ります。 

 

 

［主要事業］ 

 事 業 名 事 業 内 容 

１ 
ＩＣＴを活用した業務改

革の推進 

①各種情報システムの開発、改善 

②統合型ＧＩＳの活用拡大 

２ 
機能的な庁舎・公共施設の

整備・管理 
公共施設整備・管理事業 

 

 

 

 

 

 

 



  - 36 -

Ⅵ 公共的施設の統合整備                      

  各種公共的施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を

及ぼさないよう利便性などにも十分に配慮し、さらには、財政状

況を勘案しながら検討します。 

  富士見村役場は、支所とします。その組織や取扱い業務は、住

民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮し、合併後５年を

目処に段階的に再編、見直しを行います。 
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Ⅶ 財政計画                        

歳入                          

区   分 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

地 方 税 53,608 54,759 56,472 56,417 56,971 57,285 57,035 57,592 57,909 57,652 58,223

地方交付税 12,216 11,851 11,290 11,292 11,288 11,287 10,810 10,603 10,376 10,153 9,931

国・県支出金 18,757 19,250 19,250 19,032 19,032 19,034 19,036 19,016 18,999 18,995 18,982

市   債 13,313 13,029 12,807 13,530 13,050 12,775 12,892 12,727 12,636 12,635 12,622

そ の 他 28,210 28,109 28,473 28,796 28,824 28,851 28,878 28,898 28,916 28,934 28,954

歳 入 合 計 126,104 126,998 128,292 129,067 129,165 129,232 128,651 128,836 128,836 128,369 128,712

 

 

歳出 

区   分 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

人 件 費 23,997 23,539  23,613 23,637 23,559 23,394 22,786 23,071  22,668  23,030 22,348 

扶 助 費 18,556 18,794  19,030 19,269 19,511 19,756 20,005 20,253  20,505  20,760 21,018 

公 債 費 16,533 16,687  17,848 18,020 18,458 18,498 17,815 17,046  15,856  15,653 15,647 

投資的経費 19,400 20,312  19,937 19,956 19,481 19,410 19,854 20,256  21,607  20,706 21,442 

そ の 他 47,618 47,666  47,864 48,185 48,156 48,174 48,191 48,210  48,200  48,220 48,257 

歳 出 合 計 126,104 126,998  128,292 129,067 129,165 129,232 128,651 128,836  128,836  128,369 128,712 

単位：百万円

単位：百万円 
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Ⅷ 計画推進のために                     

本計画の推進にあたっては、「住民参加によるまちづくり」、「成

果主義による確認」及び「健全な財政運営」に留意して、効果的・

効率的に実施します。 

 

１ 住民参加によるまちづくり 

住民本位のまちづくりを進めるため、積極的な情報提供を行

うとともに、地域審議会や様々な意見聴取・参画等を取り入れ

計画を推進します。 

 

２ 成果主義による確認 

  行政評価の手法を活用することで、施策や事業の目的・目標

を明らかにし、「計画・実行・評価・見直し（改善）」の持続的

循環を確立し、継続的な改善活動に取り組み計画を推進します。 

 

３ 健全な財政運営（国等の支援措置の有効活用） 

財政運営においては、国等の合併支援策を有効に活用するな

ど、財源の確保に努めるとともに、合併による合理化を図りな

がら、新市の財政規模に応じた健全な財政運営により計画を推

進します。 
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